
環境工学本委員会委員長選挙内規 
 

昭和６１年 ３月１７日制定 
昭和６２年１２月２２日制定 
平成 ２年 １月２９日制定 
平成 ３年１２月 ９日制定 
平成１１年 ５月１９日制定 
平成１９年 １月２５日制定 
２０１０年 ９月２７日制定 

 
 

１．この内規は、環境工学委員会運営規程第６条第２号に規定する改組時における本委員

会委員長選挙に関する内規である。 

 

２．この委員長選挙において、被選挙権を有するものは、環境工学本委員会（旧規定の運 

 営委員会を含む）委員経験者である個人正会員とする。 

 

３．この選挙において、投票権を有する者は、委員長，運営委員会主査，本委員会選出委

員，支部選出委員，次期主査候補者とする。 

 

４．選挙は投票権者の３分の２以上の出席をもって成立し、投票の方法は単記無記名とす

る。 

 

５．第１回目の投票は、被選挙権を有する者すべてを対象として実施する。 

 

６．第２回目の投票は、第１回目の投票で選出された上位３位までの者を対象として実施

する。 

 

７．第３回目の投票は、第２回目の投票で選出された上位２位までの者を対象として実施

する。 

 

８．いずれの投票においても、有効投票数の過半数の投票を得たものがあれば委員長とし

て選出し、選挙を終了する。 

 

９．（１）いずれの投票においても投票数が同数の場合は、年長者を上位とする。 

（２）第３回目の投票の結果、得票数が同数で過半数が得られない場合は、年長者を 

   委員長として選出し、選挙を終了する。 

 

１０．この選挙における選挙管理、事務手続きは本委員会の現委員長が執り行うことと  

   し、学会事務局がこれを補佐する。開票立会人若干名を委員会が指名する。 

 

１１．この内規は 2010 年 9 月 27 日より施行する。 


